
町立公園等管理業務委託仕様書 
１．一般事項 

 １）この仕様書は、業務の概要を示すものであり、現地に応じ軽微なものについて、本仕様書

に記載されていない事項であっても、管理上当然必要なものについては、監督員の指示に従

い、受託者において異議なく実施するものとする。 

 ２）作業は、作業工程表に従い実施するものとするが、施設の使用に支障をきたさないよう現

場責任者が、都市計画課と事前に打合わせを行い、監督員の指示に従って、受託者において

異議なく実施するものとする。 

 ３）受託者の怠慢過失により生じた損害は、すべて受託者の負担とする。 

 ４）受託者は、常に管理現場の状況に精通し、かつ、監督員と連絡を密にして、受託業務の進

捗を図るとともに、災害防止、その他管理上必要な緊急措置について監督員の指示を受け適

切な管理にあたるものとする。 

 ５）管理作業を実施するときは、事前に作業項目、作業期間及び作業箇所を連絡し、実施時は、

作業項目ごとの写真を撮り、公園（場所）ごとに日付を表示して整理すること。 

 ６）この仕様書に定める事項について疑義を生じた場合は、速やかに監督員と協議を行い指示

に従うものとする。 

 ７）本作業の実施にあたっては、作業を習熟した者を従事させ最良の成果をあげ得るよう努め

るものとする。 

２．園内管理 

 １）芝生刈り込みについて 

  ア 芝生内にある石、空き缶等障害物は、あらかじめ取り除き、樹木、施設等を損傷しない

ように注意し、刈りむら、刈り残しがないよう均一に刈り込むこと。 

  イ 樹木の根際、柵類の回りなど機械刈りが不適当または不能な場所は手刈りで行うこと。 

  ウ 刈り取った芝は、速やかに処理するとともに刈り跡はきれいに清掃すること。 

 ２）施肥については、所定の施肥量を芝生面にむらなく均一に散布し、原則として降雨直後等

で葉面がぬれている時は行わないこと。 

 ３）抜取除草については、芝生を傷めないよう除草器具などを用いて根から丁寧に抜き取り、

抜き取った雑草は速やかに処理すると共に除草跡はきれいに清掃すること。 

 ４）除草剤散布について 

  ア 散布日は、風、日照、降雨等の天候条件を考慮し実施すると共に、希釈液は指定の濃度

となるように正確に希釈混合し指定量をむらなく均一に散布すること。 

  イ 芝生内の樹木等を始め周辺の対象植物以外のもの及び来園者（通行人）には絶対かから

ないよう十分注意して行うこと。 

  ウ 立て看板の表示や立入制限範囲の設定等により、除草剤散布を広く周知するとともに、

散布時や散布直後に、農薬使用者以外の者が散布区域内に立ち入らないよう措置すること。 

 ５）殺虫剤散布については、４）の除草剤散布に準ずる。 

 ６）清掃については、芝生内に散乱する落葉、落枝、塵芥、空き缶等を竹ぼうき等によりかき 

あつめ公園外にて処理すること。 



３．樹木管理 

 １）病害虫防除について 

  ア 薬剤の使用に際しては、農薬取締法（昭和２３年法律第８２号）等の農薬関連法規、及

びメーカー等で定めている使用安全基準、使用方法を厳守し、人畜の安全及び対象樹木の

薬害に十分注意すること。 

  イ 散布方法は、それぞれの病害虫の特性に応じて最も効果的な方法で行うこと。 

  ウ 散布日は、風、日照、降雨等の天候条件を考慮し実施すると共に、希釈液は指定の濃度

となるように正確に希釈混合し指定量をむらなく均一に散布すること。 

  エ 散布に際して、風上に背を向けて風下から行うこと。また、来園者（通行人）を始め周

辺の対象植物以外のものにかからないように十分注意して行うこと。 

  オ 散布作業は、人体への影響を考慮し、ゴム手袋、マスク、帽子、メガネ、被服等完全な

ものを着用すること。 

  カ 薬害の疑いが生じた場合には、速やかに監督員に報告し、その指示に従い処置すること。 

  キ 効果判定は、効果が最も顕著な時期に行い、効果のなかったところについては監督員の

指示に従い補充散布すること。 

 ２）施肥については、所定の施肥量を各樹木の特性に応じて、最も効果が期待できるように行 

うこと。 

 ３）植込地の除草、除草剤散布並びに清掃については、芝生管理に準ずる。 

 ４）樹木手入れについて 

  ア 剪定は、樹形の骨格づくり、樹冠の整正、混みすぎによる病害虫及び枯損枝の発生防止

等を目的として行うこと。 

  イ 剪定方法には、枝おろし、枝すかし、ふところすかし、切詰め、枝抜き、切返し、枝は

さみ、枝うち、枝かき等があり、それぞれ樹種、樹形状及び剪定の種類に応じて最も適切

な方法により行うこと。 

  ウ 樹姿及び樹形の仕立て方は、特に修景上、規格形にする必要のある場合を除き、自然形

に仕立てること。 

  エ 下枝の枯死を防ぐよう原則として上方を強く、下方は弱く剪定すること。また、一般に

南側等樹勢の強い部分は強く、北側等樹勢の弱い部分は弱く剪定すること。 

  オ 不定芽の発生原因となる「ぶつ切り」などは原則として行わないこと。 

  カ 花木類は、花芽の分化時期と着生位置に注意して剪定すること。 

  キ 剪定した枝葉は、まとめて速やかに処理するとともに樹木周辺をきれいに清掃すること。 

 ５）主な剪定方法について 

  ア 大枝の剪定は、切断箇所の表皮が剥離しないよう切断予定箇所の数１０㎝上であらかじ

め切断し、枝先の重量を軽くしたうえ、切返しを行い切除する。 

  イ 切詰剪定は、主として樹冠の整正のために行い、樹冠外に飛び出した新正枝を、樹冠の

大きさが整う長さに定芽の直上の位置で剪定すること。この場合、定芽はその方向が樹冠

を作るにふさわしい枝となる向きの芽（原則として外芽）を残すものとする。 

  ウ 切返し剪定は、樹冠外に飛び出した枝の切取、及び樹勢を回復するため樹冠を小さくす

る場合などに行う。剪定は適正な分岐点より長い方の枝を付け根より切取る。 骨格枝と 



なっている枯枝および古枝を切取る場合は、後継枝となる小枝又は新生枝の発生する場所を 

見つけて、その部分から先端の枝を切取る。 

 

４．草地 

 １）草地内にある石、空き缶等の障害物は、あらかじめ取り除き、樹木、施設等を損傷しない

ように注意し、刈りむら、刈り残しがないよう均一に刈り込むこと。 

 ２）樹木、株物、柵等の周辺も刈り残しがないよう仕上げること。また、それらにからんでい

るつる性雑草もきれいに除去すること。 

 ３）刈り取った草は速やかに処理すると共に、刈り跡はきれいに清掃すること。 

 

５．安全管理 

 １）受託者は、第三者に損害を与えないように留意するものとし、万一、損害が生じた場合に

は、遅滞なく甲に連絡をとり、必要な措置をとるものとする。 

 ２）受託者は、常に作業の安全に注意して現場管理を行い、災害防止に努めること。特に、園

内での車両の通行については、徐行を厳守し絶対事故が起きないよう努めること。 

 ３）受託者は、公衆の生命、財産に関する危害、迷惑を防止するため必要な措置を講ずること。 

 ４）受託者は、作業用機械器具、使用薬剤等の保管管理については、注意して絶対事故が起き

ないよう万全の対策を講ずること。 

６．管理責任 

 １）受託者は、委託業務の責任管理を明確にするため、下記の例により看板を設置し公園利用

者に周知すること。 

 

（業 務 名） 

受託者 ○○○ 

が、管理しています。快適な利用のため皆様

のご協力をお願いします。 

連絡先 096-293－○○○○ 

委託者：大津町役場都市計画課 

連絡先 096-293-4011 

 

＊看板サイズは、Ａ３サイズ以上で作成する。 

７．業務完了報告 

 １）毎月の業務完了後、報告書（任意様式）に作業状況写真を添付し、翌月 10 日までに提出

すること。また作業状況写真は実施日が黒板で確認でき、作業状況が分かるような写真と

すること。 

 ２）業務完了報告書は、当月のすべての業務の完了後に提出すること。 


